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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第35期

第３四半期連結
累計期間

第35期
第３四半期連結
会計期間

第34期

会計期間

自平成21年
１月21日
至平成21年
10月20日

自平成21年
７月21日
至平成21年
10月20日

自平成20年
１月21日
至平成21年
１月20日

売上高（百万円） 115,431 40,448 155,941

経常利益（百万円） 4,911 2,819 2,935

四半期（当期）純利益（百万円） 2,532 1,453 1,002

純資産額（百万円） － 72,676 70,743

総資産額（百万円） － 107,583 101,019

１株当たり純資産額（円） － 4,310.564,196.90

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 152.89 87.76 60.49

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － － －

自己資本比率（％） － 66.4 68.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
5,816 － 1,277

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△4,309 － 4,695

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△785 － △978

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（百万円） － 24,524 23,802

従業員数（人） － 3,328 3,489

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載　

しておりません。

２. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２【事業の内容】

  当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動は、３「関係会社の状況」に記載のとおりであります。 

 

３【関係会社の状況】

  当第３四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

名称 住所
 

資本金
 

主要な事業の内容
議決権の所有割
合または被所有
割合(％)

関係内容

　（持分法適用関連会社）　

　㈱群馬ダイドー

　

群馬県佐波郡

玉村町　
39百万円 清涼飲料の販売　 35 役員の兼任　１名　

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年10月20日現在

従業員数（人）  3,328

　（注）従業員数は就業人員であり、パートタイマー62人は含んでおりません。 

(2）提出会社の状況

 平成21年10月20日現在

従業員数（人）  1,930

　（注）従業員数は就業人員であり、パートタイマー14人は含んでおりません。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第３四半期連結会計期間の生産実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門の名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

飲料受託製造部門 2,549 －

合計 2,549 －

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績

　当第３四半期連結会計期間の商品仕入実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門の名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

飲料販売部門 16,246 －

飲料受託製造部門 73 －

合計 16,319 －

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

　当第３四半期連結会計期間の受注状況を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門の名称
受注高
（百万円）

前年同期比（％）
受注残高
（百万円）

前年同期比（％）

飲料受託製造部門 2,056 － 1,371 －

合計 2,056 － 1,371 －

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(4）販売実績

　当第３四半期連結会計期間の販売実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門の名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

飲料販売部門 38,206 －

飲料受託製造部門 2,242 －

合計 40,448 －

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．飲料分野別内訳は次のとおりであります。

区分 販売実績（百万円） 比率（％）

飲料販売

部門

コーヒー飲料 18,577 45.9

茶系飲料 5,479 13.6

炭酸飲料 4,120 10.2

果汁飲料 2,838 7.0

ミネラルウォーター類 1,899 4.7

機能性飲料 1,183 2.9

ドリンク剤 752 1.9

その他飲料 3,354 8.3

小計 38,206 94.5

飲料受託

製造部門

ドリンク剤 2,160 5.3

飲料資材 82 0.2

小計 2,242 5.5

合計 40,448 100.0

　

２【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

  また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

  当社は平成21年10月15日開催の取締役会において、当社グループの組織再編を行うことを決議いたしました。

　近年、飲料業界を取り巻く経営環境は大きく変化しており、少子高齢化等を主体としたファンダメンタルズの変化

や、商品のライフサイクルの短期化や消費者ニーズ・消費者行動の多様化という根本的な問題に直面しております。

　更に昨今の景況感の悪化を背景とした個人消費の低迷や企業間競争の更なる激化から、販売数量は低迷し、また自販

機チャネルにおいても販売価格の低下傾向が一部顕在化してきており、売上状況・収益状況ともにますます厳しさを

増しております。　

  当社といたしましては、こうした厳しい状況を見据え、根本的な問題にまで踏み込んだスタンスでもって、営業戦略

・営業体制・組織・人事等の抜本的な見直しを行い、新しい時代に適合した「自販機ビジネスモデルを再構築」し、

持続的発展を展望できる堅固な収益体質を作り上げることにより、「ダイドードリンコグループの新たな成長」の実

現を目的とするものであります。

  具体的には、営業・生産・企画開発を中心とした「メーカー機能」と自販機ネットワークの維持向上を担う「オペ

レーション機能」に棲み分けたシンプルな「特化型組織」に移行し、各々の役割期待を明確化させることで、全社員

の意識改革を促し、より一層、実行性の高い組織を目指すものであります。
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  その概要は次のとおりであります。

(1）子会社間の合併

  ①合併の方法

  イー・ドリンコ東京株式会社（平成22年３月21日付でダイドービバレッジサービス株式会社へ商号変更予定）

を存続会社とし、イー・ドリンコ株式会社、イー・ドリンコイースト株式会社、イー・ドリンコ大阪株式会社、イー

・ドリンコ神奈川株式会社、イー・ドリンコ関東株式会社、およびイードリンコ新潟株式会社を消滅会社とする吸

収合併であります。

②合併の日程

  平成21年12月15日　　合併契約の締結

　平成22年１月21日　　各子会社における合併承認株主総会

　平成22年３月21日　　合併期日　

③合併に際して発行する株式および割当

  当社の100％子会社同士の合併であるため、合併による新株発行はありません。

④引継資産・負債の状況

　イー・ドリンコ東京株式会社は、吸収合併の効力発生日（平成22年３月21日）をもって、吸収合併消滅会社６社の

全ての資産、負債、権利および義務を引継ぐ予定です。　

⑤吸収合併存続会社となる会社の概要

  資本金　　50百万円

  事業内容　自販機オペレーション業務の受託等

(2）吸収分割

①会社分割の方法

  イー・ドリンコ東京株式会社を分割会社とし、当社を承継会社とする吸収分割方式であります。

②分割の日程

  平成21年12月15日　　取締役会

　平成21年12月15日　　分割契約の締結

　平成22年３月21日　　分割期日　

③分割に際して発行する株式及び割当

  当社と当社の100％子会社間の分割であるため、分割による新株発行はありません。

④承継会社が承継する権利義務

  当社がイー・ドリンコ東京株式会社の有する自販機網にかかる営業権、営業にかかる債権債務、たな卸資産等の

資産・負債および各種契約（労働契約を除く）などの権利義務を承継いたします。

⑤吸収分割承継会社となる会社の概要

　資本金　　1,924百万円

  事業内容  清涼飲料水等の販売

(3）事業の一部譲渡

  当社の直販部門（当社の保有する自販機網の既存顧客管理運営業務）をイー・ドリンコ東京株式会社に事業譲

渡いたします。

①事業の一部譲渡の日程

  平成21年12月15日　　取締役会

　平成21年12月15日　　事業譲渡契約の締結

　平成22年３月21日　　事業譲渡期日　

②譲渡価額

  譲渡期日前日における譲渡対象資産・負債の評価額をもとに決定する予定です。

③決済方法

  現金決済の予定です。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

　  当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、生産や輸出の改善など一部に回復の兆しが見られるものの、雇

用・所得環境が厳しさを増す中で、個人消費はなおまだ低迷の渦中にあり、先行き不透明な状況で推移しました。

  　飲料業界におきましても、こうした個人消費低迷に加え、夏場の天候不順の影響を受け、売上は伸び悩み、さらに企

業間の販売競争が激化する厳しい経営環境となり、飲料販売部門の売上高は過去に前例のない厳しい状況となりま

した。

    一方、飲料受託製造部門では、大手医薬品等有力メーカーの生産スタイルが、設備投資による自社生産からＯＥＭ

生産にウエイトシフトしたことなどにより、昨年に引き続き受注が大幅に伸び、大きく業績に貢献いたしました。

    こうした厳しい販売状況が続くなか、業務の全面的な見直しによる固定費削減などを徹底し、利益確保に注力し

てまいりました。

    以上の結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は、40,448百万円、営業利益2,599百万円、経常利益2,819百万円、

四半期純利益1,453百万円となりました。

  　事業部門の概況は次のとおりであります。

  ①飲料販売部門

　  商品面では、主力商品であるコーヒー飲料において、最近の消費者ニーズの変化と多様化に対応すべく微糖化商品

等を拡充し、幅広いユーザーの囲い込みを図り、シェアの維持拡大に注力いたしました。

    また、近年の炭酸ブームに対しては、当社はそれに付加価値を加えるべく昔懐かしいラムネ風味で、「ウルトラマ

ン」という時代を超えて親子で楽しめるキャラクターを取り込んだ、炭酸飲料「復刻堂 ウルトラサイダー」を発

売し、好評を得ました。

    さらに、自然派ウォーター「ミウ」においては、今後の有力商品として捉え、より一層のブランドの確立を目指し

ました。お客様に支持される製品作りに努めてきた結果、食品の品評会として世界で最も歴史があり、特に品質向上

に関して定評のある『モンド・セレクション2009』の金賞を受賞することができました。

    自販機の導入につきましては、不採算先自販機の撤去やスクラップ＆ビルドという「量から質」への方針変更を

行い、採算性を一層重視した全自販機の見直しを進め、投資効果に主眼を置いた効率的な自販機オペレーション体

制の再構築に注力しました。

　また、導入する自販機につきましては、環境負荷削減を第一義にした「エコ自販機」のほか、災害時における迅速

で有効な支援ツールの一つとして「災害救援自販機」などの社会貢献型自販機を投入するなど、地域社会や消費者

に支持される新しい自販機の積極投入を行いました。

　以上の結果、飲料販売部門の売上高は38,206百万円となりました。

  ②飲料受託製造部門

　  近年、消費者ニーズはドリンク剤から健康食品やサプリメント（健康補助食品）への流れに変わり、ドリンク剤と

競合する商品が数多く発売されるようになりました。そうしたニーズをいち早く掴み、従来のドリンク剤のノウハ

ウをツールとして、「美容と健康」を謳った女性向け商品を開発する体制を創り上げたことから、多方面にわたり

受注を獲得することができるようになりました。さらに営業開発体制の強化並びに生産体制の整備が拡充したこと

に加え、昨今の厳しい経済環境の変化から大手医薬品等有力メーカーの生産スタイルが、「自社生産」から「ＯＥ

Ｍ生産」にウエイトシフトしたことなどにより、受注が大幅に伸展いたしました。

  以上の結果、飲料受託製造部門の売上高は2,242百万円となりました。
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(2）財政状態の分析

    当第３四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金、有価証券の増加などにより、前連結会計年度末と

比較して6,564百万円増加し、107,583百万円となりました。

    負債は、仕入債務の増加などにより、前連結会計年度末と比較して4,631百万円増加し、34,906百万円となりまし

た。

    純資産は、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末と比較して1,932百万円増加し、72,676百万円となり

ました。

(3）キャッシュ・フローの状況

    当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、第２四半期連結会計期間末と比較して

3,671百万円増加し、24,524百万円となりました。

　  当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

　　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が2,819百万円となったことや、売上債権の減少

などにより4,825百万円の収入となりました。

    投資活動によるキャッシュ・フローは、主に資金を現金及び現金同等物から有価証券にシフトしたことにより

777百万円の支出となりました。

    財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払いにより353百万円の支出となりました。

 (4）事業上及び財務上の対処すべき課題

 　 当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

 　 なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会　　　

　社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

Ⅰ．基本方針の内容 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社の株主の皆様、お客様、地域社会、お取引先

様、従業員など当社を巡るステークホルダーとの共存共栄を図り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保

と向上に資する者が望ましいと考えております。 

  もっとも、当社の株主のあり方については、株主は資本市場での自由な取引を通じて決まるものであり、会社を支

配する者のあり方は、最終的には株主全体の意思に基づき判断されるべきものと考えています。 

  しかし、昨今のわが国資本市場においては、対象となる株式会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の

株券等の買付を強行するような動きも顕在化しつつあり、このような買付行為の中には、買収の目的等が、企業価値

ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主に株式の売却を事実上強要するお

それがあるもの、対象会社の取締役会や株主が当該買付の内容を検討・判断し、あるいは対象会社の取締役会が代

替案を提示するための必要な時間や情報を与えることなく行われるもの、買付の対価の価額、買付の手法等が対象

会社の企業価値及び株主に対して不適当なもの、対象会社と対象会社を巡るステークホルダーとの間の関係を損ね

るおそれをもたらすものなど、企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも見られます。 

  当社は、このような大規模買付行為や買付提案を行い、当社の企業価値及びブランド価値ひいては株主共同の利

益に反する重大な悪影響を与えるおそれをもたらす行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する

者として適当でないと考えます。

Ⅱ．基本方針の実現に資する取組み

当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の施策を実施しております。これらの取組みは、会社の支配に関

する基本方針の実現に資するものと考えております。
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１．経営理念と企業価値向上への取組み

　  (1) 当社の経営理念及び事業 

　当社は、創業以来、“「本物のおいしさ」を手軽に手頃に”お客様にお届けすることを、そして“私たちに関

わる人々との共存共栄”を企業理念（コーポレートマインド）として掲げ、コーヒーを中心とする清涼飲料

を、主に自販機で販売する「自販機ビジネス」を推進することにより成長してまいりました。

　そして、生産や配送を外部委託する当社独自のビジネスモデルを確立し、経営資源を商品の企画と販売に集中

投入することにより、地域や消費者に密着したきめ細かい自販機運営で自販機オペレーターとしても高い評価

を受けております。

　また、全国広範囲にわたり設置した約29万台の自販機網を主要販路として、収益性の高いコーヒー飲料を主力

商品とする独自のビジネスモデルと安定したキャッシュ・フローや、長年にわたって積み上げてきた内部留保

に基づく強固な財務内容により、高い評価と信頼を得、安定した事業基盤の構築に努めてまいりました。

　これらの当社の強みを活かし、「お客様とともに歩む企業をめざして」の経営方針のもと、より一層安定した

事業を継続してまいります。

    (2) 企業価値の源泉と向上への取組み

                  ～お客様から選ばれる企業グループを目指して～

  ①業界のトップグループに存在する商品ブランド

コーヒーはヘビーユーザーに支えられる飲料市場の最大カテゴリーであり、当社グループを代表する商品群

であります。新商品開発・リニューアルを含め、より一層効果的な販促活動を徹底して行い、業界のトップグ

ループに存在するコーヒーブランドとしての地位を確保してまいりました。こうした「本物のおいしさ」への

こだわりが消費者の皆様から高い評価を得ております。

　また、製品の安全性並びに品質管理体制については、従来より厳しい社内規則を設け、新鮮でおいしい商品の

お届けに万全をつくしております。

　このような高品質の商品開発が、魅力ある商品ラインナップを作り上げ、自販機の販売力を強化し、当社の企

業価値の源泉となっております。

  ②全国に設置された強固な自販機網

当社は、強みである自販機網を通じ、各地域毎に紐帯強化を図り、ビジネスのイコールパートナーとしての繋

がりを深めた、着実な営業展開に取組んでおります。

　ハード面では他社との差別化に注力した自販機の開発を進め、消費者ニーズにあった魅力ある「店舗創り」

に努めております。また、経営資源の効果的な配分を行い、既設ロケーションのスクラップ＆ビルドを積極的に

推進するとともに、収益性を重視した質の高い自販機網の構築を図り、より効率的・効果的な販売基盤の構築

に注力しております。

　こうした取組みの結果、現在では全国に約29万台の自販機を設置しており、この強固な自販機網が、当社の企

業価値の源泉となっております。

  ③経営資源を集中した効率的な経営体制

当社は自社工場を持たない生産体制により、設備投資リスクの軽減を図るとともに、各拠点を中心とした配

送効率の高い体制をとっております。即ち、経営資源を商品の企画と販売に集中投入することにより、地域や消

費者に密着したきめ細かい自販機運営を行うという当社独自の効率的な経営体制を確立し、「メーカー＆オペ

レーター」として高い評価を受けております。

　こうした効率的な経営体制が、当社の企業価値の源泉となっております。

  ④優良な財務体質

当社は、商品の製造は協力工場にアウトソーシングし、一方で販売は利益率の高い缶コーヒー等を中心に、自

販機チャネルに特化しております。回収においても、現金回収のウエイトが高く、収支構造は業界トップレベル

の安定性を有しております。この独自のビジネスモデルが、キャッシュ・フロー経営を実現させ、良好な収益力

を生み、毎期着実に自己資本の充実が図られ、強固な財務基盤を形成しております。

　こうした優良な財務体質が高い評価を得、当社の企業価値の源泉となっております。
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  ⑤グループ経営による効率性向上と相乗効果

当社は、グループ各社毎の個性と特徴を最大限に活かし、グループ全体最適を考慮した連結主体の経営にウ

エイトシフトし、より一層の効率性の向上と相乗効果の促進を図っております。

　製造子会社である大同薬品工業株式会社においては「ＩＳＯ9001」の認証を取得し、大手製薬メーカーから

のＯＥＭ生産に対応できる生産能力を有しております。また販売子会社については、当社とのエリアと役割の

棲み分けを推進し、より効率性の高い販売基盤を拡充しております。

　こうしたグループを中心とした効率的な企業経営が相乗効果を生み、当社の企業価値の源泉となっておりま

す。

清涼飲料やドリンク剤という、消費者の生活に密着した商品を扱う当社にとって、「地域社会」との良好な関

係を保ちながら、共存共栄の精神のもとに、着実に歩み続け、安定成長していくことをベストシナリオとしており

ます。

　このようなベストシナリオに賛同してもらえる皆様とともに、中長期的視野に立った経営を行い、企業価値の安

定的な向上をめざしてまいります。

２．コーポレート・ガバナンス（企業統治）の強化による企業価値向上への取組み

当社は、健全な企業活動とコンプライアンスを徹底し、経営の透明性と効率性を高めることにより株主、消費

者、取引先、従業員等の各ステークホルダーとの円滑な関係を構築し、企業価値の増大に努めることをコーポレー

ト・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。

  当社の取扱商品は清涼飲料という消費者の日常生活に極めて密着したものであり、特に、消費者からの信頼は

経営上の最重要事項であります。このため、当社は、委員会設置会社に代表されるような業務執行と監督機能を組

織的に分離する会社形態ではなく、監査役会の設置を前提として、取締役が業務執行を直接担当することで、取締

役会が消費者の声をより身近に聴き、経営に反映させることができる会社形態をとっております。

  そして、経営上の最高意思決定機関である取締役会を毎月１回開催しており、また常勤取締役を主要構成員と

する経営会議を定期的に開催し、重要な事項についての審議を行い、社長及び取締役会の迅速な意思決定をサ

ポートする体制をとっております。

  監査役は、全員が取締役会に出席しております。さらに、常勤監査役は経営会議をはじめとする社内の重要会議

に出席するとともにグループ内各組織の責任者から状況聴取して取締役の職務執行状況を監視しております。

  当社は、引き続き、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、さらなる当社グループの企業価値ひいては株主共

同の利益の確保・向上に注力していく所存であります。 

Ⅲ．会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組み

当社は、平成20年１月15日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」

（以下「本プラン」といいます。）を決定し、平成20年４月16日開催の定時株主総会において株主の皆様にご承認

いただいております。

　その概要は以下のとおりです。

１．本プラン導入の目的

本プランは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、また

は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（いずれについてもあら

かじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いません。

以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）

について、①実行前に大規模買付者に対して、必要かつ十分な情報の提供を求め、②当社が当該大規模買付行為に

ついての情報収集・検討等を行う時間を確保したうえで、③株主の皆様への当社経営陣の計画や代替案等の提示

並びに必要に応じて大規模買付者との交渉を行うことにより、株主の皆様に必要かつ十分な情報及び時間を提供

し、株主の皆様が当該大規模買付行為に応じるか否かの適切な判断を行うことができるようにすることを目的と

しております。
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２．大規模買付ルールの概要

大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会によ

る一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものであります。

  ３．大規模買付行為がなされた場合の対応

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であった

としても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得する

に留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。

　ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に

回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断した

場合には、独立委員会の勧告を経て、また必要に応じて株主総会の承認を得たうえで、対抗措置をとることがあり

ます。

  ４．株主・投資家等の皆様に与える影響等

大規模買付ルールの設定は、株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、

本プランの導入は株主及び投資家の皆様の共同の利益に資するものであると考えます。

　また、当社取締役会が企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置を発動した際にも、

大規模買付者等以外の株主の皆様が、法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態は想定し

ておりません。

  ５．本プランの有効期間等

本プランの有効期間は、平成23年４月に開催予定の定時株主総会終結時までの３年間とし、以後、本プランの継

続（一部修正したうえでの継続を含む）については３年毎に定時株主総会の承認を得ることとします。

　ただし、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により本プランは廃止されるものとします。

 Ⅳ．本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社

役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組みは、以下の諸点より、会社の支配に関する基本方針に沿うも

のであります。

　本プランは、イ.経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または

向上のための買収防衛策に関する指針」に定める要件を充足していること　ロ.株主共同の利益の確保・向上の目

的をもって導入されていること　ハ.株主の意思を反映するものであること　ニ.独立性の高い社外者の判断を尊重

するものであること　ホ.発動のための合理的な客観的要件を設定していること　ヘ.デッドハンド型買収防衛策で

はないこと等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするもの

ではないと考えております。

(5）研究開発活動

当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、213百万円であります。 

なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。 
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 50,000,000

計 50,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年10月20日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年12月４日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 16,568,500 16,568,500
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数 100株

計 16,568,500 16,568,500 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

平成21年７月21日～ 

平成21年10月20日 
－ 16,568,500 － 1,924 － 1,464

 

（５）【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、フィデリティ投信株式会社から平成21年８月20日付の大量保有報告書の写

しの送付があり、平成21年８月14日現在で896千株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当

第３四半期末時点における実質所有株式数の確認ができません。

なお、フィデリティ投信株式会社の大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりです。 

大量保有者　　　　　　　フィデリティ投信株式会社

住所　　　　　　　　　　東京都港区虎ノ門四丁目３番１号　城山トラストタワー

保有株券等の数　　　　　株式　896,000株

株券等保有割合　　　　　5.41％
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成21年10月20日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式(その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式        700
－ －

（相互保有株式）

普通株式      2,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 16,563,400 165,634 －

単元未満株式 普通株式      2,400 － －

発行済株式総数 16,568,500 － －

総株主の議決権 － 165,634 －

 

②【自己株式等】

　 平成21年10月20日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

ダイドードリンコ

株式会社

大阪市北区中之島　

二丁目２番７号
700 － 700 0.00

（相互保有株式）

株式会社秋田ダイ

ドー　

秋田県秋田市御野場

二丁目１番７号　
2,000 － 2,000 0.01

計 － 2,700 － 2,700 0.01

  

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
２月

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

最高（円） 2,800 2,840 2,725 2,640 2,640 2,750 3,180 3,200 2,995

最低（円） 2,380 2,435 2,510 2,430 2,425 2,590 2,675 2,850 2,820

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

３【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

    役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

　常務取締役

営業本部副本部長

兼販売会社統轄部

長

　取締役

営業本部副本部長

兼販売会社統轄部

長　

　髙松　富也 平成21年４月21日

  常務取締役 経営企画部長   取締役 経営企画部長   八尾　雅幸 平成21年４月21日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第１四半期連結会計期間（平成21年１月21日から平成21年４月20日まで）から「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５

号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成21年７月21日から平

成21年10月20日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年１月21日から平成21年10月20日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年10月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年１月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 23,586 26,426

受取手形及び売掛金 14,232 13,004

有価証券 22,098 16,267

商品及び製品 7,253 6,048

仕掛品 9 5

原材料及び貯蔵品 382 363

その他 2,162 2,812

貸倒引当金 △30 △25

流動資産合計 69,694 64,901

固定資産

有形固定資産 ※1
 7,759

※1
 7,842

無形固定資産 2,550 2,437

投資その他の資産

投資有価証券 21,387 20,304

その他 6,226 5,555

貸倒引当金 △34 △21

投資その他の資産合計 27,579 25,837

固定資産合計 37,888 36,117

資産合計 107,583 101,019
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年10月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年１月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 20,840 17,277

短期借入金 135 118

未払法人税等 1,754 975

賞与引当金 1,703 965

役員賞与引当金 25 －

その他 7,076 7,577

流動負債合計 31,536 26,914

固定負債

長期借入金 107 57

退職給付引当金 40 117

役員退職慰労引当金 667 604

その他 2,554 2,581

固定負債合計 3,370 3,361

負債合計 34,906 30,275

純資産の部

株主資本

資本金 1,924 1,924

資本剰余金 1,464 1,464

利益剰余金 68,778 67,074

自己株式 △3 △1

株主資本合計 72,163 70,460

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △680 △855

為替換算調整勘定 △69 △71

評価・換算差額等合計 △750 △927

少数株主持分 1,263 1,210

純資産合計 72,676 70,743

負債純資産合計 107,583 101,019
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年１月21日
　至　平成21年10月20日)

売上高 115,431

売上原価 54,363

売上総利益 61,068

販売費及び一般管理費 ※1
 56,667

営業利益 4,400

営業外収益

受取利息 232

持分法による投資利益 57

その他 266

営業外収益合計 556

営業外費用

支払利息 5

有価証券売却損 15

その他 25

営業外費用合計 45

経常利益 4,911

税金等調整前四半期純利益 4,911

法人税等 ※2
 2,299

少数株主利益 78

四半期純利益 2,532
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年７月21日
　至　平成21年10月20日)

売上高 40,448

売上原価 18,960

売上総利益 21,488

販売費及び一般管理費 ※1
 18,888

営業利益 2,599

営業外収益

受取利息 79

持分法による投資利益 57

その他 78

営業外収益合計 215

営業外費用

支払利息 1

持分法による投資損失 △6

その他 1

営業外費用合計 △4

経常利益 2,819

税金等調整前四半期純利益 2,819

法人税等 ※2
 1,331

少数株主利益 34

四半期純利益 1,453
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年１月21日
　至　平成21年10月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 4,911

減価償却費 1,139

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 63

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17

賞与引当金の増減額（△は減少） 737

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 25

受取利息及び受取配当金 △246

支払利息 5

持分法による投資損益（△は益） △57

有価証券売却損益（△は益） 15

売上債権の増減額（△は増加） △1,067

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,242

仕入債務の増減額（△は減少） 3,401

未払金の増減額（△は減少） △460

その他の資産の増減額（△は増加） 431

その他の負債の増減額（△は減少） △544

小計 7,130

利息及び配当金の受取額 217

利息の支払額 △9

法人税等の支払額 △1,521

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,249

定期預金の払戻による収入 2,271

有価証券の取得による支出 △36,583

有価証券の売却及び償還による収入 37,893

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,186

有形固定資産の売却による収入 1

投資有価証券の取得による支出 △4,288

投資有価証券の売却及び償還による収入 885

関係会社株式の取得による支出 △69

長期貸付けによる支出 △4

長期貸付金の回収による収入 34

その他 △15

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,309
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年１月21日
　至　平成21年10月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 130

短期借入金の返済による支出 △120

長期借入れによる収入 100

長期借入金の返済による支出 △50

配当金の支払額 △828

少数株主への配当金の支払額 △50

少数株主からの払込みによる収入 25

自己株式の取得による支出 △0

その他 8

財務活動によるキャッシュ・フロー △785

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 721

現金及び現金同等物の期首残高 23,802

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 24,524
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月21日
至　平成21年10月20日）

　

１．連結の範囲に関する事項

の変更

(1）連結の範囲の変更

　　第１四半期連結会計期間において、新規

設立により上海行鴻商貿有限公司を、第

２四半期連結会計期間において、新規設

立により上海瀛徳商貿有限公司を連結

の範囲に含めております。　

(2）変更後の連結子会社の数

　　14社 

 

　

２．持分法の適用に関する事

項の変更

(1）持分法適用関連会社の変更

　　第２四半期連結会計期間において、株式

取得により㈱秋田ダイドーを、当第３四

半期連結会計期間において、株式取得に

より㈱群馬ダイドーを持分法適用の関

連会社に含めております。　

(2）変更後の持分法適用関連会社の数

　４社 

　

　

３．会計処理基準に関する事

項の変更

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法の

変更

たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産

については、従来、主として移動平均法に

よる原価法によっておりましたが、第１

四半期連結会計期間より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準委

員会　平成18年７月５日公表分　企業会計

基準第９号）が適用されたことに伴い、

主として移動平均法による原価法（貸借

対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定して

おります。

　また、本会計基準の適用に伴い、前連結

会計年度まで営業外費用で計上しており

ました、商品廃棄損及び資材廃棄損を当

連結会計年度より売上原価に計上する方

法に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比

べ売上総利益及び営業利益がそれぞれ

377百万円減少しておりますが、経常利益

及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響はありません。 

(2）「連結財務諸表作成における在外子会

　社の会計処理に関する当面の取扱い」の

　適用

　第１四半期連結会計期間より、「連結財

務諸表作成における在外子会社の会計処

理に関する当面の取扱い」（企業会計基

準委員会　平成18年５月17日　実務対応報

告第18号）を適用しております。

　なお、この変更による影響はありませ

ん。
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【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月21日
至　平成21年10月20日）

　

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法

　貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定

したものと著しく変動していないと考えら

れるため、前連結会計年度決算において算

定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用

して一般債権の貸倒見積高を算定する方法

によっております。 

 

　

２．繰延税金資産の算定方法 　繰延税金資産の回収可能性の判断に関し

て、前連結会計年度末以降に経営環境等、か

つ、一時差異等の発生状況の著しい変化が

ないと認められる場合に、前連結会計年度

において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法を適用し

ております。 

 

　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月21日
至　平成21年10月20日）

　

１．税金費用の計算 　税金費用については、当第３四半期連結会

計期間を含む連結会計年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率

を合理的に見積り、税引前四半期純利益に

当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含め

て表示しております。 

 

　

　

【追加情報】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月21日
至　平成21年10月20日）

　

１．有形固定資産の耐用年数

の変更

  

　

 

　

　

　

　

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改

正を契機に、耐用年数の見直しを行った結

果、第１四半期連結会計期間より機械装置

の耐用年数の変更を行っております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べ

売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益がそれぞれ24百万円増

加しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年10月20日）

前連結会計年度末
（平成21年１月20日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、7,733百万円で

　　あります。

　

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、7,234百万円で

　　あります。

　

　

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月21日
至　平成21年10月20日）

　

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

　　次のとおりであります。

販売促進費  14,231百万円

給料手当 10,210

賞与引当金繰入額 1,631

退職給付費用 610

役員退職慰労引当金繰入額 76

役員賞与引当金繰入額 25

リース料　 9,777　

貸倒引当金繰入額 17　

 

※２　法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しており

　　ます。

　　

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月21日
至　平成21年10月20日）

　

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

　　次のとおりであります。

販売促進費  4,965百万円

給料手当 3,348

賞与引当金繰入額 798

退職給付費用 199

役員退職慰労引当金繰入額 37

役員賞与引当金繰入額 7

リース料 3,185

 

※２　法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しており

　　ます。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月21日
至　平成21年10月20日）

　

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

　対照表に掲記されている科目の金額との関係

　　　　　　　　　　　　　　（平成21年10月20日現在）

現金及び預金勘定 23,586百万円 

有価証券勘定 3,999 

預入期間が３か月を超える定期預金 △3,061 

現金及び現金同等物 24,524 

　

　

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年10月20日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年１月21日　至　

平成21年10月20日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　16,568,500株 

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　 1,478株 

 

３．配当に関する事項

　 （1）配当金支払額  

（決議） 株式の種類
配当金の

総額

１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年４月15日

定時株主総会
普通株式 497百万円 30円平成21年１月20日平成21年４月16日利益剰余金

平成21年８月28日

取締役会
普通株式 331百万円 20円平成21年７月20日平成21年９月25日利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自平成21年７月21日　至平成21年10月20日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年１月21日　至平成21年10月20日） 

　飲料事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

 

 

 

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自平成21年７月21日　至平成21年10月20日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年１月21日　至平成21年10月20日） 

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が 90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。

 

 

 

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自平成21年７月21日　至平成21年10月20日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年１月21日　至平成21年10月20日） 

　海外売上高の合計が連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

 

 

 

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年10月20日）

前連結会計年度末
（平成21年１月20日）

１株当たり純資産額 4,310.56円 １株当たり純資産額 4,196.90円

２．１株当たり四半期純利益金額

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月21日
至　平成21年10月20日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月21日
至　平成21年10月20日）

１株当たり四半期純利益金額 152.89円

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

１株当たり四半期純利益金額 87.76円

 

同左

 　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月21日
至　平成21年10月20日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月21日
至　平成21年10月20日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 2,532 1,453

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 2,532 1,453

期中平均株式数（株） 16,567,385 16,567,049

　

（重要な後発事象）

        該当事項はありません。
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２【その他】

　平成21年８月28日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　(イ）中間配当による配当金の総額……………………331百万円

　(ロ）１株当たりの金額…………………………………20円

　(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成21年９月25日

　　（注）　平成21年７月20日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年12月３日

ダイドードリンコ株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 日根野谷　正人　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 黒　木　賢一郎　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているダイドードリンコ株

式会社の平成21年１月21日から平成22年１月20日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年７月21日から

平成21年10月20日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年１月21日から平成21年10月20日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四

半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ダイドードリンコ株式会社及び連結子会社の平成21年10月20日現在の財

政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累

計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

 　　　 ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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